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厚生省大臣官房障害保健福祉部長

身体障害者授産施設、知的障害者授産施設及び精神障

害者授産施設の運営指導については、種々ご配慮いただ

いているところであるが、昨今の経済情勢はこれら授産

施設や小規模作業所(以下「授産施設等」という。)に対

して深刻な影響を及ぼし、受注量の減少や製品価格の下

落等により、授産施設等の運営が不安定な状況になって

いる。

ついては、授産施設等が安定的に運営されることによ

って、利用者である障害者が授産活動を安心して続ける

ことができるよう、下記の事項について特段のご配慮を

願いたい。

また、管下市町村、関係団体、各種福祉施設を経営す

る社会福祉法人等に対するこれらの趣旨の周知について

も、併せてご配慮願いたい。

記

1  授産施設等の製品について、管下の授産施設等にお

ける取扱品目を十分に把握した上で、庁用物品として

の調達、各種行事や大会等における記念品としての活

用なども含め、その優先的発注など積極的な活用を図

られたいこと。

2　授産施設等においては、各種製品の製造のみならず、

各種の役務提供を行っているものもあるので、これら

についても積極的に活用願いたいこと。

（参考）

授産施設等における取扱品目、役務提供の例

製品の例　封筒・ボールペン等の事務用品、什器・家

具類、清掃用品、陶器製品、漆器製品、縫

製品、木工用品、園芸品、防災用品、産業

安全製品（ヘルメット等）、保育用品、玩具

類、バッジ・腕章等、皮革製品、看板、ク

ッキー等食品

役務の例　　各種印刷物の印刷、公園・建物等の清掃、

資源ゴミ回収、コンピュータソフト開発、

コンテンツ製作・データ入力、クリーニン

グ・リネンサプライ、郵送物等封入封緘発

送作業
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